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詳しくは大阪市ホームページにも掲載しています 

令和
れ い わ

７年度
ね ん ど

 大阪市
お お さ か し

実費徴収
じっぴちょうしゅう

に係
かか

る補足給付事業
ほ そ く き ゅ う ふ じ ぎ ょ う

のご案内
あんない

 
 

大阪市こども青少年局 

１ 実費徴収
じっぴちょうしゅう

に係
かか

る補足給付事業
ほそくきゅうふじぎょう

とは 

保育所(園)、幼稚園(新制度に移行している園のみ)、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保

育事業及び事業所内保育事業で使用する日用品・文房具等の購入に要する費用、遠足等の行事への

参加に要する費用等について、本市の定める利用者負担額(保育料)とは別に、各施設等が実費徴収

を行いますが、この実費徴収について、大阪市にお住まいの生活保護世帯及び 保育認定の

里親世帯のこどもの支給認定保護者を対象に、費用の一部を給付する事業です。 

２ 補足給付
ほそくきゅうふ

の限度額
げんどがく

 

対象経費 給付限度額 対象認定区分 

日用品
にちようひん

・文房具
ぶんぼうぐ

等
など

の購 入
こうにゅう

に要
よう

する費用
ひよう

 こども１人
ひとり

あたり 

月額
げつがく

 2,700円
えん

 

(年額
ねんがく

 32,400円
えん

) 

１号
ごう

・２号
ごう

・３号
ごう

 

(里親世帯は２号・３号) 

認定
にんてい

こどもが対 象
たいしょう

 行事
ぎょうじ

への参加
さんか

に要
よう

する費用
ひよう

 

★ 施設等やお子さまの年齢により、実費徴収額は異なります。各施設等において、補足給

付の対象とされるものの内容や、認定後の精算方法については、ご利用の施設等に直接

お問い合わせください。 

３ 補足給付事業
ほそくきゅうふじぎょう

の対象
たいしょう

となるもの・ならないもの 

● 補足給付事業の対象となるもの（例） 

・制服・通園かばん・スモック・体操服・おむつ(リース可)・午睡用ふとん(リース可)  

・名札・名前のゴム印・カラー帽子・歯ブラシ・タオル・コップ・上履き・文房具・連絡帳 

・食事エプロン・教材代・絵本代・ＩＤカード・修了証書入れ・各種保険料 ・バス送迎費 

・宿泊行事費・遠足等の行事に係る交通費や入場料(こどもに係る費用のみ)  など 

※ 上記については、施設等から直接購入した場合のみ対象となります。 

● 補足給付事業の対象とならないもの（例） 

・保護者が施設等以外から購入したもの 

(ただし、「①施設等が指定した店で、②施設等が指定したもの」を購入した場合は対象) 

・延長保育料、一時預かり保育料 

・ＰＴＡや保護者会の運営に要する費用 

・写真、アルバム、ＤＶＤ等・英語レッスン料、講師謝礼等・主食費及び副食費  など 

 

（裏面につづく） 

保護者
ほ ご し ゃ

のみなさまへ 
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４ 申請
しんせい

方法
ほうほう

 

この制度を利用するためには、支給認定保護者から大阪市へ申請(申込)が必要です。 

書面またはオンラインで申請してください。 

 

＜書面の場合＞ 

「大阪市実費徴収
おおさかしじっぴちょうしゅう

に係る
か か る

補足
ほ そ く

給付費
き ゅ う ふ ひ

交付
こ う ふ

認定
にんてい

申請書
しんせいしょ

」に必要
ひつよう

事項
じ こ う

を記入
きにゅう

し、 

下記
か き

の担当宛
たんとうあて

に郵送
ゆうそう

にて提出
ていしゅつ

してください。 

【提出先
ていしゅつさき

】 大阪市
おおさかし

 こども青少年局
せいしょうねんきょく

 幼保企画課
よ う ほ き か く か

 認可給付
にんかきゅうふ

グループ
ぐ る ー ぷ

 

（実費徴収
じっぴちょうしゅう

申請書
しんせいしょ

 在中
ざいちゅう

） 

〒530-8201 

大阪市
おおさかし

北区
き た く

中之島
なかのしま

１－３－２０ 大阪市
おおさかし

役所
やくしょ

地下
ち か

１階
かい

 

※ きょうだいが同
おな

じ施設
し せ つ

等
とう

を利用
り よ う

されている場合
ば あ い

は、申請書
しんせいしょ

１枚
１ ま い

にまとめて記載
き さ い

し

提出
ていしゅつ

してください。 

※ 申
しん

請書
せいしょ

は、利用施設等
りようしせつとう

にありますので直接
ちょくせつ

お問い合わせください。 

また、大阪市
おおさかし

ホームページからもダウンロードできます。 

 

 

＜オンラインの場合＞ 

「大阪市
お お さ か し

行政
ぎょうせい

オンラインシステム」より申請
しんせい

をすることが可能
か の う

です。 

下記
か き

ＱＲコードから申請
しんせい

フォームにログインして、手続
て つ づ

きを行
おこな

ってください。 

 

 

 

 

 

【注意事項】 
 このリーフレットは事業概要をお知らせするものです。補足給付事業を利用される場

合は、申請手続きを行ってください。 

 申請内容を確認したうえで、大阪市より利用施設等を通じて交付認定または不交付認

定の決定を通知します。 

 認定後、実費徴収した金額については、利用施設等において精算します。 
 

（発行 ： 大阪市こども青少年局 幼保企画課 ／ 電話 06-6208-8259） 

ホームページはこちら ☞ 

オンライン申請はこちら ☞ 


